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自治協議会名

司会者 岩田佐俊 報告者 嶋岡壯吉

参 加 人 数 22

　伊賀市議会議長　様

３ 班

班長 岩田　佐俊

　て意見を求められたときは、とまどいがあった（議会は市民の代表なので議会で決めてもら

　えばいいと考えている。）。検討委員会の結果を踏まえて議会で議決すべきではないのか。

　いつになったら新庁舎が着工できるのか。

平成２８年５月１７日

　　　　議会報告会実施要綱第１０条第１項の規定により提出します。

　　　 平成２８年度議会報告会

⑤住民自治協議会は基本「まち、地域づくり」を目的としているので、南庁舎跡地活用につい

①包括交付金について・・・３ヵ年後の予定額まで提示されているが、将来的に減額の恐れは

　ないのか。

②市営水道の負担金について・・・伊賀市水道給水条例では加入負担金と工事負担金で822,800

　円が課されているが、以前に積算根拠を水道部に求めたところ、給水対象戸数を居住者のみ

　の305戸としているが、全区画数の1,300で按分すべきである。加入負担金が非常に高い。制

　度設計を見直してほしい。前回も同じ質問を行い、議会に回答を求めているが未だにない。

　議会はチェック機能を果たしてほしい。

③少子高齢化が進んでいる。以前は神戸小学校にスクールバス通学する児童が100人以上いたが

　今は７人で来年度から複式学級が発生する。統合して早く解消してほしい。

④市道認定について･･･東自治会では市道認定はほぼ完了していただいて感謝しているが、西自

　治会では、まだまだ道路補修を必要とする箇所が多く、今後の課題である。解決してほしい。

【主な意見・提言等】

報　　告　　書
平成２８年５月１５日(日) １０時００分
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